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  In this study, we conducted an interview survey of 17 public health nurses in 7 towns and villages in Futaba-gun, 

Fukushima Prefecture, and extracted issues and responses of public health nurses to children with developmental 

disabilities and their mothers following long-term and widespread nuclear power plant evacuation. The special law 

enabled health checkups to be conducted at evacuation destination, however, the follow-up of the results is left to the 

public health nurses at the original municipality. They are making efforts to build relationships with mothers and 

children by visiting wide areas. Parent-child classes have been resumed at evacuation sites, and opportunities for 

developmental screening, support, and consultation with mothers have been provided. The effects of the changes in the 

family environment on the children's development continue, and long-term support is needed. 
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1．研究の背景
福島県では，震災での死者・行方不明者がともに被災

県全体の 1 割程度であるにも関わらず，13 年が経過した

現在でも，県内外への避難者は約2.6万人とされ，震災関

連死も全体の 6割を占める 2,343人と報告されている．県

内避難者による人口増加も一部にはあり，新しい子ども

支援事業や，室内遊戯施設，保育・教育施設なども立ち

上がり，除染の進んだ地域では外遊びの機会も増え，見

た目には子どもたちの生活環境としても改善したように

も思える．しかし，田中・亀井 1)によれば，原発事故に

よる環境問題，低線量被ばく，避難生活の長期化などに

より，生活の不安定さは残存し，親自身のストレスや精

神的な不安，イライラなどへつながっている．子どもた

ちを取り巻く環境の変化だけでなく，子どもたちにスト

レスや不安を与えることにつながっていることが指摘さ

れており，継続的な支援や調査が重要とされている．

近年の母子保健対策は，平成 9 年の「母子保健法」の

改正で，乳幼児健康診査をはじめとする母子保健事業の

実施主体が市区町村に一元化され，地域の特性に応じた

きめ細かなサービスが市区町村保健師に求められること

となった．また，平成 13年には「健やか親子 21」が策定

され，育児支援や虐待予防といった役割が市区町村に求

められている 2)．そのような中，平成 17 年に「発達障害

者支援法」が施行された．発達障害児とその家族に対す

る保健師の支援については，乳幼児健康診査におけるス

クリーニング法の検討 3),4)や対象者側からの評価 5)，就学

前の発達障害児とその家族に支援している保健師の支援

サービスの検討 6)，発達障害児の早期支援・支援継続の

ための保健師による援助方法 7)などの既往研究がある．

しかし，大規模災害や原発事故など長期かつ広域避難を

余儀なくされ，住民票のある自治体から離れ，散り散り

に分散居住する子どもとその家族に対する保健サービス

の分断や困難について論じたものはない．

2． 研究の目的と方法 

 このように，放射線不安を抱えた長期かつ広域な避難

は，わが国では前例がなく，子どもの発達，保護者のメ

ンタルヘルスに及ぼす影響はまさに図り知れない 8)．こ

の問いに応えるべく，著者らは，長期かつ広域にわたる

原発避難を余儀なくされた発達障害のある子どもとその

母親に着目し，度重なる避難や仮住まい，再定住など目

まぐるしく経時的に変化する生活環境での困難や支援ニ

ーズを明らかにしてきた 9)．また，既存の調査研究と並

行して，母子保健に対する支援サービスを提供する避難

元自治体の保健師を対象としたインタビュー調査を継続

してきた．本研究では，東日本大震災後の保健師の災害

対応に着目し，原発避難する子ども，特に発達に問題の

ある子どもとその母親への対応実態とその課題を明らか

にするものである．

調査方法は，1～2 時間の半構造化インタビューとし，

発災前（平時）の母子保健サービスに始まり，発災後か

ら概ね時系列に即した災害対応について語ってもらった．

その中には，判断に迷ったことや苦労したことも含めて

もらった．インタビュー調査の時期は 2017 年 5 月から
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2018 年 8 月，対象者は福島県双葉郡 7 町村（避難先の出

張所による自治体重複あり）のべ 17 名の保健師とし，

827 分（約 14 時間）にわたるインタビュー調査を行った． 

3．原発避難に伴う行政拠点の整備と避難元に住民

登録のある避難者数の変化 

図 1 には，双葉郡大熊町を事例として，全町避難の経

緯と，主な避難先に設置した連絡事務所・出張所を示し

た．これによれば，2011年 3月 12日には田村市への全町

避難を始めており，同日の東京電力福島第一原子力発電

所 1 号機水素爆発，14 日の同原発 3 号機水素爆発を受け，

さらに離れた会津地方への 2 次避難を実施している．避

難先での一部行政サービスを継続するために，2011 年 4

月 5 日には会津若松出張所，同年 10 月 11 日にはいわき

連絡事務所，2012年 10月 1日には二本松市に中通り連絡

事務所（2016 年 4 月 1 日には郡山市に移転）を開設して

いる．また，2011年 4月 16日には，会津若松市の廃校の

校舎を利用して，幼稚園，小学校，中学校を開校し，広

域避難者らの教育・行政サービスの継続に努めている． 

全町避難の後，時間の経過とともに，より広域にわた

る分散避難が進む．図 2 は，大熊町に住民登録のある避

難者の経年推移（各年 5 月）を示したものである．これ

によれば，いわき市には震災前の大熊町の人口の 3 割を

占める4,000人以上が長期にわたり避難している．全町避

難先の会津若松市の避難者は 2,000人から 400人と徐々に

減少しているが，郡山市には約1,000人，福島市や南相馬

市には 200人を超える避難者を抱えてきた． 

大熊町に限らず，双葉郡 7 町村では，避難元に住民登

録をしたまま，長期・広域避難している避難者は多く，

避難先／避難元の行政サービスを複雑にしている．以降

に示すように，例えば，母子保健サービスのうち，特例

法により健診は避難先で受けられるが，その後の発達支

援などのフォローは避難元自治体が対応するなど，避難

者に対する断続的・継続的な支援を困難にしている． 

4．原発避難する母子に対する保健師の災害対応
(1) 震災前の母子保健サービス－妊婦・乳幼児健診，親子

教室の開催

震災前の保健師による母子保健サービスは，自治体に

住民票のある妊婦健診や母親教室の開催，赤ちゃん訪問

（出生 1 か月・全戸訪問），3～4 か月児を対象にした乳

児健診），1歳 6か月児健診，3歳 6か月児健診を行って

きた．さらに 1歳児健診，2歳児，5歳児を対象としたき

め細かな健診を行ってきた自治体もある．訪問や健診を

通じた保護者や家族との顔の見える信頼関係を築くとと

もに，予防接種のお知らせや親子教室（遊びや相談の機

会，発達に関する気づき）の案内を行ってきた．親子教

室では，定型発達を含むすべての子どもとその保護者を

対象にし，医師や看護師，心理士，保育士ら参加のもと

定期開催してきた．例えば，首の座りや視線など気にな

る子どもをスクリーニングし，他の子どもとの違いを母

親に認識してもらい，自治体内や周辺地域にある医療・

療育機関や支援サービスにつなぐ機会を果たしてきた． 

(2) 集団避難（1次避難）での保健師の役割

発災当初は外部支援もない中，体調が悪い，薬がない

など幅広い相談に対応した．保健師も避難者でありなが

ら，避難所においては終始支援者として相談業務や避難

所巡回を行ってきた．やがて保健師ら自治体職員も分散

する避難所に散り散りになり，連絡が取り合えない状況

であった．その際，避難先の医師や保健師らよる健康相

談や医療機関への送迎支援は助かった．母親からの相談

には，ミルクやお湯がない，授乳の場所がない，寝かせ

る平らな場所がないなどのニーズがあり，他の避難者対

応で手一杯の中での母子対応を迫られてきた．ここでも

避難先の医療機関からの支援が役立っており，授乳やお

むつ交換のための道具一式を貸してもらうことができた． 

1 次避難所では，1 カ月以上三交代制で夜勤もしながら，

救護所を運営してきた．避難所によっては，他の自治体

からの避難者を含めて2,000人を超えるケースもあり，避

難している自治体との協力体制を築いて対応してきた．

DMAT や他県の医療チームによる日中の診療支援は役立

っており，夜は避難元保健師，看護師，保育士らでチー

ムを組んで運営した．

(3) 大規模避難所での発達障害児とその家族への支援

体育館など大勢の集まる避難所には小さな子どもや発

達障害児とその家族の避難は少なく，親せき宅など転々

としているケースが多かった．発達障害児とその家族が

大規模避難所でうまく過ごせたケースでは，平時からの

地域の理解が役立った．避難所内を同じ自治会でゾーニ

ングすることにより，地域の高齢者らが子どもの特性を

理解しており，面倒を見てくれた．また，保健師が不足

図 1 原発避難に伴う行政機能・教育機関の移転 

（双葉郡大熊町のケース） 

図 2 大熊町に住民登録のある避難者数の推移（5月） 
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する中で，避難先の発達障害支援を手伝ってくれる保育

園保育士や幼稚園の教諭らの存在は大きかった．子ども

の発達や家族の負担を理解・配慮し，個室を割り当てた

り，相談に応じることなどによって，母子が落ち着いて

過ごせた． 

体育館からホテル・旅館などへの避難では，プライバ

シーは一定確保できたものの，今後の見通しがたたない

ことなどによる不安や抑うつメンタル面の課題が浮上し

てきた．特に，子どもの発達障害や成人の精神疾患の症

状が悪化する傾向が見られた．平時は投薬しながら在宅

で落ち着いていた人が，震災後の度重なる環境変化で幻

覚や現象の症状が悪化したケースもあった．避難先の医

療機関の医師らがチーム（内科・小児科など複数の診療

科）で訪問し，子どもや精神疾患のある人たちの相談に

乗ってくれた．奇声を発するなど避難者からのクレーム

が出るような人に対しては，入院措置などの支援もなさ

れた．

(4) 避難先の把握ができない母子への対応

発災当初は，分散避難する母子の所在把握は難しく，

保護者からの相談を受ける形で，療育手帳の交付や医

療・療育機関の紹介，継続的な訪問につなげてきた．避

難先が多岐にわたり，広域であるため，母子保健情報の

問い合わせに対して，インターネットで得られる情報を

提供するしかないこともあった．その中で，日頃付き合

いのない避難先の保健師が毎日交代で来てくれて，地域

の支援サービスなどの情報を提供してくれたのは有難か

った． 

(5) 特例法による避難先健診とフォローの功罪

母子の避難場所を把握した後は，健診のある子どもの

保護者に電話連絡して，避難先自治体の保健センターな

どで手続きをするよう依頼した．2023年 11月に特例法が

制定されるまでは，避難先への予防接種や健診の依頼公

文書の作成に忙殺された．実際には，特例法制定の後も，

その内容に対する受入れ自治体の理解・浸透はまちまち

で，通常通り依頼公文書を求める自治体もあって事務作

業に追われた．特例法がどこまで有効かなど，避難者を

受け入れる全国の自治体への周知や理解が必要と言える． 

特例法により乳幼児健診は避難先で受けられるが，発

達に課題のある子どもたちのフォローや療育機関や支援

サービスへのつなぎは避難元で行うことになる．健診の

結果は，自治体によって電話連絡や書面での報告が届く

時期も異なり，フォローのタイミングが遅れることがあ

った．例えば，3 歳児健診を受けておらず，実際に健診

を受けた際に 4 歳になったというケースもあった．自治

体によっては直接電話で連絡してくれるケースもあった

が，書面上だけでは，発達の遅れに関するニュアンスや

程度は把握できなかった．そのため，健診の結果を受け

た後，母親に直接会いに行ったり，避難先保健師との継

続的なコミュニケーションに努めてきた．特に，母親と

は顔の見える信頼関係を乳児の頃から築いておくことが

重要で，県内全域を対象とした赤ちゃん訪問を再開して

いる．

(6) 避難先に仮設置された教育サービスの手厚さ

避難先市内に幼・小・中学校までが一緒になった避難

元の仮設校舎がある．全生徒は 40名程度と少なく，一人

当たりが受けられる教育サービスが手厚い傾向にある．

また，少人数の中でも，特別支援学級が設置されている

学校もあり，避難元の住民だけでなく，避難先市民の入

園・入学も認めており，例えば不登校や発達障害のある

子どもの受け皿にもなっている．一方，避難先の学校は

少人数のため，そもそも教育サービスが手厚いこともあ

り，特別支援学級が設置されない学校もある．担当教員

は必ずしも発達支援に精通しておらず，学校側から避難

先の療育機関に支援を求め，発達に問題のある子どもの

落ち着かせ方や，特性に見合った教育方法などの指導を

受けている．避難先での高校への進学や，いずれ避難元

に帰還するなど，手厚いサービスの継続が保証されてい

るわけでなく，不安な面も指摘される． 

(7) 避難先で声を上げにくい“原発避難者”

幼稚園，小学校，中学校と転居を繰り返しており，子

育てに困っている母親は避難先で声を上げづらい傾向に

ある．避難先で原発避難者と知られたくない思いは強く，

地域コミュニティに馴染めず，ママ友らとの関係も希薄

になりがちである．保健師らは避難元の住所を記載した

封書の投函や，避難元自治体名の入った公用車での訪問

を避けるなどのきめ細かな配慮が必要であった． 

(8) 住民登録先で受けられる/受けられない支援サービス

避難先と避難元のいずれに住民登録するか保護者らは

悩んでおり，家族の中でも意見が分かれるケースもある．

保健師は，居住実態のある避難先自治体（例えば，いわ

き市や郡山市など）に住民登録した方が，地域に根差し

たよりよい支援サービスが受けられるのではないかとジ

レンマを抱えている．他方，受け入れ自治体のキャパシ

ティの課題もあり，避難者に伴う人口増加により，乳幼

児健診スタッフなどの人員が不足し，支援サービスが希

薄になっている課題がある．例えば，いわき市に住民票

を置く世帯の出生数が年間約2,000人に対して，避難者世

帯の出生数は約 200 人と約 1 割を占めており，受け入れ

先のいわき市での負担は大きい．

(9) 保護者との顔の見える信頼関係構築の難しさ

避難先の支援者には助けられているが，震災前，乳幼

児の頃から付き合いのある避難元の保健師が安心すると

いう意見もある．第 2 子以降も関わりが続いており，顔

の見える信頼関係ができていれば，その後の電話対応な

どの相談業務も有効である．しかし，震災後は乳幼児健

診に直接関われないため，震災前の 1 回の赤ちゃん訪問

ではなかなか継続的なコミュニケーションが難しい．ま

た，震災後に出産した児の場合，出生時に母親と会う機

会がなく，避難先での健診で初めて母子と出会うことに

ない，その後のフォローが難しいことがある．こうした

ことから，避難先の保健師や保育園，幼稚園との関係を

密にし，継続的な支援につなげる仕組みが必要と考えて

いる． 

(10) 避難先で再開した母子保健サービス「親子教室」

震災後，母子に対して再開したのは，就学前の子ども

を対象とした親子教室の定期開催が挙げられる．県心理

士会の支援により，医師や心理士，保育士による親子教

室が再開し，発達の遅れなどに対するアドバイスは勉強

になっている．母子分離をして，子どもが遊んでいる間，

母親から話を聞く場を設けて，原発避難の状況や遊び場

などに関する情報交換の場としても活用している． 

県主催の親子教室と合わせて，避難者が参加しやすい

よう避難元自治体による親子教室も再開している．例え

ば，いわき市の受入れは双葉郡 8 町村と多いため，各自

治体がそれぞれに開催する親子教室や相談会の一覧表を

作成・公表し，住民票の有無にかかわらず誰でも参加可

能とした．核家族化に伴い母親が孤立する中，同じ境遇

の母親らが集まる機会は，子どもの発達やストレスに関

する悩みなど話しやすく，好評であった．開催にあたっ

ては，外部応援の看護師や栄養士，子育て経験のあるボ
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ランティアらの支援が役に立った．

(11) 家庭環境の変化に伴う子どもの発達への影響

発達障害とは確定できないまでも，情緒や行動が不安

定な子どもが増えた印象がある．健診や親子教室では，

子育ての方針や住民票に関する意見の違いなど，夫婦や

家族関係に関する相談が増えている．仮設住宅など居住

環境の問題だけでなく，度重なる転居や避難先でのスト

レスなど両親の抱える不安が子どもの発達に影響してい

る可能性がある．震災後は世帯分離など核家族化が進み，

従来の祖父母らの協力が得られず，子どもの育て方や関

わり方に不安を抱く母親が増えている．また，震災前に

は地域での子育て（見守り）力に支えられた部分もあっ

たが，避難先で地域に馴染めず，ママ友ネットワークも

切れ，母親一人が負担を背負っている状況もある．孤立

しがちな母親に寄り添いながら，子どもの発達について

長期かつ共に考える伴走支援が必要と言える．

(12) 役立った中長期・自立型支援

数日など短期間の支援は，その都度引継ぎを行うなど

大変だった．数か月や 1 年など中・長期的な支援は，自

治体に負担がないよう配慮され，例えば 1 週間ごとに支

援者の側で引継ぎや運転，役割分担など主体的に動いて

もらえて助かった．保健師や心理士，保育士らの支援で

は，避難先自治体への健診等依頼文書の作成やフォロー，

親子教室開催・運営のサポートなど非常に有難かった． 

5．まとめと今後の課題 

 本研究では，福島県双葉郡 7町村のべ 17人の保健師に

対するインタビュー調査を行い，長期かつ広域な原発避

難に伴う発達障害児とその母親への保健師の対応と課題

を抽出した．得られた知見を踏まえて，将来の大規模災

害に備えて検討すべき支援のポイントを整理したい． 

(1) 集団避難先での発達障害児（未診断）への支援

集団避難所では，発達障害の診断を受けていないケー

スも多く，支援が行き届かないことがある．例えば，避

難所の遊び場を活用して，発達の気になる子どもの発見

や支援につなぐことも有効である．また，避難所での子

どもの登録制度により，サービスの情報提供を行うとと

もに相談できる窓口の設置を行う．

(2) 避難先の母子保健サービスの継続

住民票のない避難先での健診は，保健師らは依頼文書

の作成に忙殺される．特例法により，避難先への依頼が

簡便になる一方，制定後もその内容に対する受入れ自治

体の理解・浸透はまちまちであり苦労した．広域・長期

避難では，母子保健など支援サービスの避難先への移管

が増えるため，平時より手続きの簡便化や有事の対応な

ど検討しておく必要がある． 

 また，分散避難する母子所在の把握は困難であり，避

難元/避難先のサービスが分断されないよう，避難者一人

一人の受援状況が多様なステークホルダー（防災，医療，

保健，福祉，就労，教育等）でアウトリーチ，共有，支

援できる災害ケースマネジメントの整備は有効と言える． 

(3) 世帯分離を支える親子教室

拡大家族から核家族へ避難を契機に世帯分離が増加し

た．家族や地域の子育てサポートがなくなり，どのよう

に育てたらよいのか困っている保護者もいる．誰もが参

加しやすい県や避難元自治体による親子教室の開催は，

子どもの発達のスクリーニングと合わせて，子育ての仕

方や母親相談の機会につながる． 

(4) 親子セットの集合・個別支援

 避難により母親自身の人間関係も変化，避難先で孤立

しやすく，問題を一人で抱えやすい傾向にある．原発と

いう特殊事情もあって，避難者と知られたくない等の理

由から，近所づきあいやママ友などの人間関係を発展さ

せたくないと考える母親も少なくない．さらに，母親に

対する心のケアが必要な状況もある．親子教室など，子

どもとセットでの支援や集合型の仲間づくり支援と合わ

せて，個別の訪問型支援の両方の充実が求められる． 

(5) 避難先の子どもの発達評価・相談先

転居を繰り返す中で，母親も避難先で初対面の保健師

らに必要な支援についてどのように伝えたらよいかわか

らず，悩んでいる．また，避難中の乳幼児の発達支援は，

経時的に子どもの状態をアセスメントし，支援内容に反

映させることが大切である．災害ケースマネジメントな

ど，単発の支援だけでなく，継続的に関わる支援者や記

録（引継ぎ資料）と情報管理（追跡）が必要である．ま

た，個別訪問を繰り返すことによって，世間話から生活

の様子を丁寧に聞き取ることで，いざ困ったときの相談

先となり得る． 

(6) 避難先の医療・福祉機関との連携

母子の健康相談や医療・福祉に関する情報提供など，

避難先の医師や保健師らの支援は非常に役立った．事前

に広域避難先を想定し，保健師や避難者が避難先での医

療・福祉サービスが継続できるよう，平時より連携して

おくことが重要である． 
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